
技術上の適合性

→対象工事とならない理由
（欄外：対象番号を記入）

公共事業とし
ての必要性

地域づくり等と
の整合性

地域要望等との
整合性

関係法令、構
造基準等との
適合性

早期対応の必
要性

他の管理者等と
の調整の難易

58 道路 下植野長岡京線 長岡京市城の里
歩道設置
　延長：約40ｍ 無 ○ ○ ○ ○ × × ×

実施しな
い

技術審査
の通りと
する。

63 道路 長岡京停車場線
長岡京市
　東神足二丁目

歩道拡幅
　延長：約240m 有 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

一部実施
する②

技術審査
の通りと
する。

古市橋歩道部
（延長約50m）
は、実施する。

69 道路 下植野大山崎線
大山崎町大山崎
傍示木

歩道整備
延長100m 有 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

一部実施
する②

技術審査
の通りと
する。

横断歩道前後の
区間（延長約
40m）は、実施
する。

71 道路 長岡京停車場線
長岡京市
　東神足二丁目

・歩道拡幅
・歩道の凸凹補修
・ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋滑り止
め
　延長：約190m

有 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
一部実施
する②

技術審査
の通りと
する。

・歩道の凹凸箇
所について、部
分補修を実施す
る。
・ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋の
滑り止めを実施
する。

121 道路 大山崎大枝線
長岡京市天神一
丁目

・点字ブロックの取
り替え(灰色→黄色）
・点滅発光ボラー
ド、自発光タイプの
点字ブロックの併用

無 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
一部実施
する②

技術審査
の通りと
する。

点字ブロックの
取り替えを実施
する。

124 道路
開田長岡停車場
線

長岡京市神足二
丁目

・既設ボラードを点
滅発光ボラードに取
り替え
・横断歩道両側に点
滅発光ボラードの設
置、自発光タイプの
点字ブロックの併用

無 ○ × ○ × × × ○
実施しな
い

技術審査
の通りと
する。

種別 名　　称 所在地

審査委員会
意見等

備考
用地買
収の有
無

◆【第１段階チェック：対象とならない工事】
　①国や市町村が管理する施設に関する工事
　②利便性向上や環境整備に関する工事
　③特定の個人や団体等の利益に限られる工事
　④道路バイパス工事や河川整備工事など相当の事業期間を要する大規模な工事、建物の新築・大規模な改築工事
☆《他事業での実施》
　⑤他の事業で既に着手している又は計画区間等に含まれている工事
◆【第２段階チェック：技術審査】
　６項目について○、×の評価を記入

受付
番号

提案施設

提案概要

府民公募型安心・安全整備事業（府民提案型）技術審査一覧【山城地域（乙訓土木事務所）】

工事の仕分け等（第１段階チェック） 技術審査（第２段階チェック）結果

技術審査
結果

速効性

対象

公共事業としての必要性、地域づくりとの整合性

◆【技術審査結果】
・実施する① ・・・緊急性大
・実施する② ・・・緊急性中
・実施する③ ・・・緊急性小
・他事業で実施
・実施しない


